
みんなでつくろう安全安心の街

消費者ホットライン

消費生活相談

 水曜日(月４回) 10時～16時 市役所相談室相談日 ：

令和５年３月１日

津久見市
防犯暴力絶滅対策協議会

TEL ０９７２-８２-２００８

警察総合相談 ＃９１１０

1 8 8

℡ 0972-82-2008

困ったときは、

ひとりで悩まず

相談しましょう！

いやや！

（局番なし)

自分を守るために・・

「自分は大丈夫！」とは思わずに、正しい知識を身につけて、

これからも安心な生活を過ごしていきましょう。

金 詐 欺預 貯
（エ）

とは

警察官、銀行協会職員、役所の職

員を名乗り、暗証番号を聞き出し、

キャッシュカードをだまし取る

（脅し取る）手口です。

相手がコレを言ったら詐欺？

医療費などの過払い金があります。

払い戻しのためキャッシュカードを預かります。

手続きのため暗証番号を教えて下さい。

「税金の還付金」「医療費の払い戻し」のほかに

「あなたの口座が犯罪に使用された」などとかた

る手口もあります。

これで、だまされない！

・警察官、銀行協会職員、役所

の職員等が直接キャッシュカー

ドを預かりに来たり、暗証番号

を聞くことはありません。

・キャッシュカードに関する会

話があったら、その場で家族や

最寄りの警察署等に連絡しま

しょう。


